
新座市新型インフルエンザ等対策本部会議（第６３回） 

                            

日時：令和５年４月２４日（月）  

午前９時～ 

場所：庁議室 

次 第 

１ 開 会 

 

２ 議 題   

⑴ 新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴う市の対応について 
 ⑵ 新型コロナウイルス感染症に係る国の交付金を活用した市独自の対策について 

 

３ その他 

  ・ ２０２３年度の追加接種のスケジュールについて 

  ・ 高齢者等の春開始接種について 

・ 生後６か月以上４歳以下の者への新型コロナワクチン接種について 

・ 新座市新型インフルエンザ等対策本部の廃止について 

 

４ 閉 会  
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新型コロナウイルス感染症  ５類移行後の市の対応について  

 

Ａ  コ ロ ナ 前 に 対 応 を 戻 す 事 項  

所属名  変更前（ 5/7 まで）  変更後（ 5/8 以降）  

人 事 課  ・主 に 以 下 ４ 点 に つ い て「 服 務 対 応 マ ニ ュ ア

ル 」 を 作 成 し た 。  

 ① 新 型 コ ロ ナ に 関 す る 休 暇 の 取 扱 い  

 

 

 

 

 

② 健 康 管 理 （ 手 指 消 毒 や マ ス ク 着 用 等 の 基

本 的 な 感 染 対 策 の 徹 底 、 昼 食 休 憩 の 注 意 、

自 身 の 体 調 管 理 、 会 食 の 自 粛 ）  

③ そ の 他 （ 職 員 の 新 型 コ ロ ナ 感 染 の 公 表 方

法 ）  

 

・コ ロ ナ 対 策 推 進 員（ 各 所 属 長 ）を 設 置 す る 。 

 

・ 会 食（ 歓 送 迎 会 、懇 親 会 等 含 む ） の 実 施 は

・「 服 務 対 応 マ ニ ュ ア ル 」を 廃 止 す る（ 一 部 継 続 ）。 

 

① 廃 止 ※  

 ※  当 該 休 暇 は 、 当 初 、 国 の 指 針 に 沿 っ て 設

け た た め 、 廃 止 す る 場 合 も 国 の 指 針 に 合 わ

せ る 。  

た だ し 、 現 時 点 で 国 か ら 指 針 は 示 さ れ て

い な い た め 、 詳 細 が 分 か り 次 第 通 知 す る 。  

② 廃 止 （ 個 人 の 自 主 的 な 感 染 対 策 に 努 め る ）  

 

 

③ 廃 止  

 

 

・ コ ロ ナ 対 策 推 進 員 （ 各 所 属 長 ） を 廃 止 す る 。  

 

・ 会 食 （ 歓 送 迎 会 、 懇 親 会 等 含 む ） は 、 感 染 対 策
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所属名  変更前（ 5/7 まで）  変更後（ 5/8 以降）  

以 下 ４ 点 に 注 意 す る 。  

 ① 職 務 に 支 障 の な い 範 囲  

 ② 大 人 数 は 控 え る 。  

 ③ 長 時 間 を 避 け 大 声 は 出 さ な い 。  

 ④ 会 話 す る 際 は マ ス ク 着 用 を 徹 底 す る 。  

・窓 口 ル ー ル を 策 定 す る 。主 な 項 目 は 以 下 ４

点 。  

① 窓 口 等 の 応 対 （ 窓 口 及 び 相 談 時 間 は １ 回

１ ５ 分 目 安 、 窓 口 は ビ ニ ー ル カ ー テ ン 越 し

の 対 応 、 相 談 の 場 合 ３ ０ 分 毎 に 約 ５ ～ １ ０

分 換 気 、 相 談 の 場 合 ア ク リ ル 板 越 し で 斜 め

向 か い で 対 応 ）  

 ② マ ス ク を 着 用 し て い な い 来 庁 者 の 対 応  

  

③ 窓 口 備 品 等 の 除 菌 （ 除 菌 タ イ ム 含 む ）  

④ 来 庁 者 に 対 す る 手 指 消 毒 実 施 の 徹 底 （ 消

毒 液 の 設 置 ）  

・ 職 員 の 陽 性 者 数 を 市 Ｈ Ｐ に 公 表 す る 。  

・ 議 員 へ 職 員 の 陽 性 者 数 の 情 報 を 提 供 す る 。  

・昼 食 休 憩 時 の 感 染 拡 大 防 止 と し て 、臨 時 職

を 徹 底 の 上 、 個 人 の 判 断 に 委 ね る 。  

 

 

 

 

・ 窓 口 ル ー ル を 廃 止 す る 。  

  

① 廃 止  

  

 

 

 

② 来 庁 者 の マ ス ク 着 用 は 、 来 庁 者 の 判 断 に 委 ね

る 。  

③ 廃 止  

④ 管 財 契 約 課 と 縮 小 の 方 向 で 調 整 （ 在 庫 の 範 囲

内 で 対 応 し 、 な く な り 次 第 廃 止 ）  

・ 職 員 の 陽 性 者 数 の 市 Ｈ Ｐ 公 表 は 廃 止 す る 。  

・ 議 員 へ 職 員 の 陽 性 者 数 の 情 報 提 供 は 廃 止 す る 。  

・ 黙 食 の ポ ス タ ー は 撤 去 す る （ た だ し 、 職 員 休 憩
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所属名  変更前（ 5/7 まで）  変更後（ 5/8 以降）  

員 休 憩 室 に 黙 食 の ポ ス タ ー を 掲 示 す る 。  

・食 後 の 歯 み が き の 注 意 喚 起 と し て 、一 部 の

職 員 用 化 粧 室 に ポ ス タ ー を 掲 示 す る 。  

室 の ア ク リ ル 板 は 残 す 可 能 性 あ り 。）。  

・ 食 後 の 歯 み が き の 注 意 喚 起 の ポ ス タ ー を 撤 去 す

る 。  

管 財  

契 約 課  

・ 喫 煙 所 閉 鎖  

・ 職 員 用 事 務 机 パ ー テ ー シ ョ ン 設 置  

・ 各 課 へ の 手 指 消 毒 液 配 布  

 

・ 本 庁 舎 執 務 室 の セ キ ュ リ テ ィ 扉 の 開 放  

・ 第 二 庁 舎 の 窓 開 放  

・ 来 庁 者 待 合 ス ペ ー ス の 席 の 間 隔 を 空 け る 。  

・開 放（ た だ し 、脱 臭 設 備 の 保 守 点 検 実 施 後 か ら ） 

・ 撤 去  

・ 廃 止 （ 希 望 課 に は 在 庫 の 範 囲 内 で 配 布 し 、 そ の

後 は 必 要 に 応 じ て 各 課 の 消 耗 品 費 で 購 入 ）  

・ 廃 止 （ セ キ ュ リ テ ィ 再 開 ）  

・ 廃 止 （ 各 課 の 判 断 で の 換 気 を 妨 げ な い ）  

・ 廃 止  

地域活動 

推 進 課  

【 集 会 所 （ ふ れ あ い の 家 を 含 む 。）】  

・ 利 用 制 限（ 飲 食 を 伴 う 活 動 の 利 用 禁 止 、対

人 距 離 の 確 保（ 部 屋 の 人 数 制 限 ）、ふ れ あ い の

家 の 立 ち 寄 り ス ペ ー ス 及 び 老 人 専 用 和 室 の

利 用 休 止 等 ） を し て い た 。  

・チ ェ ッ ク リ ス ト に よ る 利 用 者 の 体 調 管 理 を

実 施 し て い た 。  

・ 手 指 消 毒 液 を 設 置 し て い た 。  

・ 備 品 用 除 菌 薬 剤 を 設 置 し て い た 。  

・ふ れ あ い の 家 の 窓 口 に 飛 沫 対 策 用 ビ ニ ー ル

【 集 会 所 （ ふ れ あ い の 家 を 含 む 。）】  

・ 利 用 制 限 を 全 面 解 除 す る 。  

 

 

 

・ チ ェ ッ ク リ ス ト を 廃 止 す る 。  

 

・ 在 庫 が な く な り 次 第 、 撤 去 す る 。  

・ 在 庫 が な く な り 次 第 、 撤 去 す る 。  

・ ビ ニ ー ル カ ー テ ン （ ア ク リ ル 板 ） を 撤 去 す る 。  
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所属名  変更前（ 5/7 まで）  変更後（ 5/8 以降）  

カ ー テ ン （ ア ク リ ル 板 ） を 設 置 し て い た 。  

こ ど も  

支 援 課  

・ 館 内（ 新 座 市 児 童 セ ン タ ー 、福 祉 の 里 児 童

セ ン タ ー ）で の 食 事 を 不 可 と し て い た（ 水 分

補 給 の み 可 ）。  

・ プ ラ ネ タ リ ウ ム 事 業 の 個 人 利 用 に お い て 、

事 前 予 約 制 を 実 施 し て い た 。  

・ キ ャ ン プ 場 の 宿 泊 は 不 可 と し て い た 。  

・ 館 内 （ 新 座 市 児 童 セ ン タ ー 、 福 祉 の 里 児 童 セ ン

タ ー ） で の 食 事 を 可 と す る 。  

 

・プ ラ ネ タ リ ウ ム 事 業 の 個 人 利 用 は 、従 前 ど お り 、

当 日 受 付 と す る 。  

・ キ ャ ン プ 場 の 宿 泊 は 可 と す る 。  

長 寿 は つ

ら つ 課  

【 老 人 福 祉 セ ン タ ー 】  

・ 利 用 者 は 入 館 時 に 必 ず 検 温 す る 。  

・ 利 用 者 は 入 館 時 及 び 退 館 時 に 受 付 を 実 施  

・ 食 事 を す る 場 合 は 黙 食（ 時 間 ・ 場 所 の 制 限

あ り ）  

・ お 茶 サ ー ビ ス ・ 給 湯 室 の 利 用 禁 止  

・ パ ー テ ー シ ョ ン （ 受 付 等 ） の 設 置  

・ 館 内 設 備 の 定 期 的 な 消 毒 を 実 施  

・カ ラ オ ケ の 際 に は 、マ イ ク に カ バ ー を 装 着  

・団 体 利 用 の 場 合 は 、時 間・場 所・消 毒・換 気

等 の 制 限 あ り 。  

 

 

【 老 人 福 祉 セ ン タ ー 】  

・ 入 館 時 の 検 温 は 実 施 し な い 。  

・ 入 館 時 の 受 付 の み 実 施  

・ 黙 食 の 制 限 を 解 除 （ 時 間 ・ 場 所 の 制 限 な し ）  

 

・ お 茶 サ ー ビ ス ・ 給 湯 室 の 利 用 再 開  

・ 原 則 と し て 、 パ ー テ ー シ ョ ン は 撤 廃 す る  

・ 原 則 と し て 、 館 内 設 備 の 消 毒 は 実 施 し な い  

・ 原 則 と し て 、 マ イ ク カ バ ー の 制 限 を 撤 廃  

・ 原 則 と し て 、 団 体 利 用 に つ い て の 制 限 は 撤 廃 す

る 。  

※  団 体・サ ー ク ル 活 動 に お け る 感 染 対 策 は 、各 団

体 ・ サ ー ク ル の 判 断 に 委 ね る 。  
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所属名  変更前（ 5/7 まで）  変更後（ 5/8 以降）  

・お 風 呂 の 利 用 制 限（ 入 浴 時 間・人 数 ）あ り 。 

 

【 高 齢 者 い き い き 広 場 】  

・ 人 数 制 限 を 設 け て い た 。  

・入 館 時 に 検 温 し 、３ ７ 度 以 上 の 熱 が あ る 方

や 不 調 の あ る 方 は 入 館 で き な い こ と と し て

い た 。  

・各 部 屋 に 消 毒 液 を 設 置 し 、入 館 時 の 手 指 の

ア ル コ ー ル 消 毒 を 行 う よ う 徹 底 し て い た 。  

 

・ 管 理 人 は 、午 前 と 午 後 に １ 度 ず つ 、施 設 全

体 の 消 毒 を 行 っ て い た 。  

・受 付 や 活 動 時 に は 、パ ー テ ー シ ョ ン を 使 用

し て い た 。  

・グ ル ー プ 活 動 を 行 う 利 用 者 は 、活 動 前 に 手

指 の 消 毒 、活 動 後 に 備 品 等 の 消 毒 、片 づ け を

行 っ て い た 。  

・電 気 ポ ッ ト 、血 圧 測 定 器 は 使 用 禁 止 と し て

い た 。  

・カ ラ オ ケ 等 の 声 を 出 す 活 動 に つ い て は 、人

・ お 風 呂 の 利 用 制 限 を 撤 廃 す る 。  

 

【 高 齢 者 い き い き 広 場 】  

・ 人 数 制 限 を 解 除 す る 。  

・ 検 温 を 実 施 せ ず 、 入 館 時 に 口 頭 で の 体 調 確 認 を

行 う 。  

 

・ 各 部 屋 に 消 毒 液 を 設 置 し 、 個 人 の 判 断 に よ り 使

用 で き る こ と と す る 。  

 

・ 施 設 の 消 毒 は 行 わ な い 。  

 

・ パ ー テ ー シ ョ ン は 撤 去 す る が 、 施 設 内 に 保 管 し

個 人 の 判 断 に よ り 使 用 で き る こ と と す る 。  

・ 各 部 屋 に 消 毒 液 を 設 置 し 、 個 人 の 判 断 に よ り 使

用 で き る こ と と す る 。  

 

・ 電 気 ポ ッ ト 、 血 圧 測 定 器 を 使 用 可 能 と す る 。  

 

・ カ ラ オ ケ 等 の 声 を 出 す 活 動 に つ い て の 制 限 を 撤
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所属名  変更前（ 5/7 まで）  変更後（ 5/8 以降）  

数 制 限 を さ ら に 半 数 に す る な ど の 特 別 ル ー

ル を 設 け て い た 。  

・ 食 事 に つ い て は 、黙 食 、パ ー テ ー シ ョ ン 設

置 な ど の 特 別 ル ー ル を 設 け て い た 。  

廃 す る 。  

 

・ 食 事 に つ い て の 制 限 を 撤 廃 す る 。  

生涯学習 

スポーツ課 

・新 型 コ ロ ナ 対 策 と し て 、所 管 施 設 窓 口 に パ

ー テ ー シ ョ ン を 設 置 し て い た 。  

・ 窓 口 の パ ー テ ー シ ョ ン を 撤 去 す る 。  

 

中 央  

公 民 館  

・ 施 設 （ 部 屋 ） の 利 用 人 数 を 制 限 し て い た 。  

・ロ ビ ー 等 の 共 用 ス ペ ー ス に 設 置 す る テ ー ブ

ル ・ 椅 子 を 間 引 き し て い た 。  

・保 育 付 き の 講 座 で 保 育 サ ポ ー タ ー が 保 育 す

る 幼 児 の 人 数 を 制 限 し て い た 。  

・ 保 育 付 き の 講 座 で 玩 具 の 貸 出 し を 行 わ ず 、

各 自 に 持 参 し て も ら っ て い た 。  

・や か ん 、湯 飲 み 等 の 備 品 の 貸 出 し を 中 止 し

て い た 。  

・ 施 設（ 部 屋 ）利 用 者 の チ ェ ッ ク リ ス ト に よ

る 体 調 管 理 を 行 っ て い た 。  

・ 施 設（ 部 屋 ）利 用 者 が 利 用 後 に 消 毒 を 行 っ

て い た 。  

・実 習 室 で の 食 事 を 短 時 間 で の 試 食 の み と し

・ 施 設 （ 部 屋 ） の 利 用 人 数 の 制 限 を 解 除 す る 。  

・ ロ ビ ー 等 の 共 用 ス ペ ー ス に 設 置 す る テ ー ブ ル ・

椅 子 の 間 引 き を 解 除 す る 。  

・ 保 育 付 き の 講 座 で 保 育 サ ポ ー タ ー が 保 育 す る 幼

児 の 人 数 制 限 を 解 除 す る 。  

・ 保 育 付 き の 講 座 で の 玩 具 の 貸 出 し の 制 限 を 解 除

す る 。  

・ や か ん 、 湯 飲 み 等 の 備 品 の 貸 出 し の 制 限 を 解 除

す る 。  

・ 施 設 （ 部 屋 ） 利 用 者 の チ ェ ッ ク リ ス ト に よ る 体

調 管 理 を 廃 止 す る 。  

・ 施 設 （ 部 屋 ） 利 用 者 が 利 用 後 に 行 っ て い た 消 毒

を 廃 止 す る 。  

・ 実 習 室 で の 食 事 の 制 限 を 解 除 す る 。  
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所属名  変更前（ 5/7 まで）  変更後（ 5/8 以降）  

て い た 。  

・事 務 室 窓 口 に 飛 沫 防 止 の ビ ニ ー ル カ ー テ ン

を 設 置 し て い た 。  

・事 務 室 内 に 飛 沫 防 止 の パ ー テ ー シ ョ ン を 設

置 し て い た 。  

・ 各 関 係 団 体 等 が 作 成 す る 業 種 の 種 別 ご と

（ 公 民 館 、合 唱 活 動 等 ）の 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル

ス 感 染 拡 大 予 防 ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ き 感 染

対 策 を 行 っ て い た（ 手 洗 い 又 は 手 指 消 毒 、換

気 、 対 人 距 離 等 ）。  

・ 施 設（ 部 屋 ）の 利 用 日 の 変 更 に つ い て 、新

型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に よ る 例 外 を 認 め

て い た 。  

・館 の 入 口 に 手 指 消 毒 液 と ス タ ン ド 式 非 接 触

体 温 計 を 設 置 し て い た 。  

 

・栄 公 民 館 に 設 置 す る 冷 水 器 の 使 用 を 中 止 し

て い た 。  

 

・ 事 務 室 窓 口 に 設 置 し て い た 飛 沫 防 止 の ビ ニ ー ル

カ ー テ ン を 撤 去 す る 。  

・ 事 務 室 内 に 設 置 し て い た 飛 沫 防 止 の パ ー テ ー シ

ョ ン を 撤 去 す る 。  

・ 各 関 係 団 体 等 が 作 成 す る 業 種 の 種 別 ご と （ 公 民

館 、 合 唱 活 動 等 ） の 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大

予 防 ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ き 行 っ て い た 感 染 対 策 を

廃 止 す る 。  

 

・ 施 設 （ 部 屋 ） の 利 用 日 の 変 更 に つ い て 認 め て い

た 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に よ る 例 外 を 廃 止 す

る 。  

・ 館 の 入 口 に 設 置 し て い る 手 指 消 毒 液 と ス タ ン ド

式 非 接 触 体 温 計 は 、 手 指 消 毒 液 の 在 庫 が な く な り

次 第 撤 去 す る 。  

・ 栄 公 民 館 に 設 置 す る 冷 水 器 の 使 用 を 開 始 す る 。  

中 央  

図 書 館  

・新 型 コ ロ ナ 対 策 と し て 、窓 口 及 び 事 務 室 に

パ ー テ ー シ ョ ン の 設 置 、消 毒 液 の 設 置 、机 の

・ 廃 止 （ 現 在 、 在 庫 し て い る ア ル コ ー ル が 無 く な

り 次 第 ）  



8 

 

所属名  変更前（ 5/7 まで）  変更後（ 5/8 以降）  

消 毒  

・閲覧席及び学習室の人数制限を行っていた。 

・ 冷 水 器 に つ い て は 使 用 不 可 と し て い た 。  

 

・ 廃 止  

・ 水 質 検 査 を し た 上 で 、 使 用 開 始  



9 

 

 

Ｂ  ５ 類 移 行 後 も 継 続 す る 事 項  

所属名  変更前（ 5/7 まで）  変更後（ 5/8 以降）  

人 事 課  ・ 新 型 コ ロ ナ 感 染 防 止 に 伴 う 時 差 出 勤  

・ テ レ ワ ー ク 、 在 宅 勤 務  

・ 新 型 コ ロ ナ 感 染 防 止 に 伴 う 時 差 出 勤  

・ テ レ ワ ー ク 、 在 宅 勤 務  

こ ど も  

支 援 課  

・ 新 座 市 児 童 セ ン タ ー と 福 祉 の 里 児 童 セ ン タ

ー の ２ 部 制 （ 午 前 と 午 後 の 入 替 制 ） を 実 施 し

て い た 。  

 

＜ 移 行 前 ＞  

○ 新 座 市 児 童 セ ン タ ー ： 午 前 ９ 時 半 ～ 正 午

と 午 後 １ 時 半 ～ 午 後 ５ 時 の 入 替 制  

○ 福 祉 の 里 児 童 セ ン タ ー ： 午 前 １ ０ 時 ～ 正

午 と 午 後 １ 時 半 ～ 午 後 ５ 時 の 入 替 制  

 

 

 

 

 

 

 

・新 座 市 児 童 セ ン タ ー と 福 祉 の 里 児 童 セ ン タ ー の

２ 部 制（ 午 前 と 午 後 の 入 替 制 ）を 夏 休 み 期 間 が 終

わ る ま で 継 続 実 施 す る 。  

た だ し 、 開 館 時 間 は 従 前 ど お り に 戻 す 。  

 ＜ 移 行 後 ＞  

○ 新 座 市 児 童 セ ン タ ー ： 午 前 ９ 時 ～  

 

○ 福 祉 の 里 児 童 セ ン タ ー ： 午 前 ９ 時 半 ～  

 

※ 新 座 市 児 童 セ ン タ ー 条 例 第 ９ 条 に お い て 、児 童

セ ン タ ー の 利 用 時 間 は 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま

で（ 福 祉 の 里 児 童 セ ン タ ー は 午 前 ９ 時 ３ ０ 分 か ら

午 後 ５ 時 ま で ）と 規 定 さ れ て い る が 、管 理 者（ 市

長 又 は 指 定 管 理 者 ） が 特 に 必 要 と 認 め る と き は 、

市 長 の 承 認 を 得 た 上 で 、利 用 時 間 を 変 更 で き る こ

と が 規 定 さ れ て い る 。  
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所属名  変更前（ 5/7 まで）  変更後（ 5/8 以降）  

・ 館 内 消 毒 の 実 施  

＜ 移 行 前 ＞  

開 館 前 、 午 後 １ 時 、 午 後 ５ 時 に 消 毒 を 実 施  

・ 館 内 消 毒 の 実 施  

＜ 移 行 後 ＞  

 正 午 ～ 午 後 １ 時 半 に 消 毒 を 実 施  

長 寿  

はつらつ課 

【 老 人 福 祉 セ ン タ ー 】  

・ 手 指 消 毒 液 の 設 置 及 び 館 内 の 定 期 的 な 換

気 。  

 

 

 

【 高 齢 者 い き い き 広 場 】  

・ 管 理 人 に よ る 施 設 の 換 気  

＜ 移 行 前 ＞  

３ ０ 分 に １ 度 、 ５ 分 程 度 の 換 気  

【 老 人 福 祉 セ ン タ ー 】  

・R5.3.31 付 厚 生 労 働 省 事 務 連 絡 に お い て 、「 基 本

的 感 染 対 策 と し て 、引 き 続 き 有 効 」と 示 さ れ て い

る た め 、消 毒 液 は 引 き 続 き 設 置 し 、一 定 時 間 ご と

の 換 気 を 実 施 す る 。  

 

【 高 齢 者 い き い き 広 場 】  

・ 管 理 人 に よ る 施 設 の 換 気  

 ＜ 移 行 後 ＞  

 一 定 時 間 ご と の 換 気  

 



１　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（重点交付金）について【別紙１】

２　本市への交付限度額

４２１，２８５千円（事務費含む）※概算分

３３５，７５５千円

３　新たな支援策の立案の基本的な考え方【別紙２】

　・　令和５年３月３０日付け事務連絡により全庁照会を行い、当該回答結果等を踏まえ、検討した。

　・　個人や子育て世代を広く支援する事業に加え、物価高騰により特に影響を受けている事業者を支援する
　　事業を対象とした。

４　その他

　・　対象事業は、第２回市議会定例会の議案として補正予算を計上する予定。

市独自の新型コロナウイルス地方創生臨時交付金活用事業について

　・　地方公共団体が、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、必要な支援
　　をきめ細やかに実施できるよう、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」が増額・強化された。

　・　今回の交付金では、市民、事業者を対象に物価高騰対策を目的とした事業であれば地方自治体が使途を決定
　　できる「推奨事業メニュー分」に併せ、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯を対象として支援する「低所得
　　世帯支援枠」が新設された。

　【推奨事業メニュー分】

　【低所得世帯支援枠分】



2,000 5,000 7,000

1

別紙１

 新座市交付限度額︓①４２１，２８５千円 ②３３５，７５５千円



LP

LP

LP

. 

.

×

2



【推奨事業メニュー】
335,755千円

375,830千円

1

市民生
活部
産業振
興課

地域応
援クー
ポン事
業

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民の購買
意欲の喚起及び地元業者の支援として、市内中小企業で使用可能なクー
ポンを１世帯当たり3,000円分配布する。
②クーポンの印刷、参加店募集、発送、事業PR、換金、コールセンター
対応等の業務委託
③クーポン換金原資208,845,000円
（内訳）3,000円×78,000世帯×換金率85％×奨励金1.05
 業務委託計72,000,000円
（内訳）取扱店募集、クーポン印刷、発送、事業ＰＲ、換金、コールセ
ンター対応等
④市民及び市内中小企業

280,845 ③消費下支え等を通じた生活者支援

新座市物価高騰対策
【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業第１１弾】（案）

No.

交付限度額

総事業費
（千円）

※千円未満切上
げ

重点交付金
メニュー

第１１弾案

所管名
交付対
象事業
の名称

事業を既に
実施してい
る場合は
「〇」を記
入してくだ
さい。

事業の概要（①②③④を必ず明記）
①目的・効果（※１）
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）（※２）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｒ４実績 換金率85.6%

別紙２



No.
総事業費
（千円）

※千円未満切上
げ

重点交付金
メニュー所管名

交付対
象事業
の名称

事業を既に
実施してい
る場合は
「〇」を記
入してくだ
さい。

事業の概要（①②③④を必ず明記）
①目的・効果（※１）
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）（※２）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

2
市民生
活部
環境課

集団資
源回収
事業者
への燃
料費支
援

①エネルギー価格高騰の影響を受けている集団資源回収事業協力事業者
（12者）を支援するため、集団資源回収事業協力事業者への補助金につ
いて、資源ごみの回収量に応じて補助金額を増額する。
②集団資源回収事業協力事業者補助金の増額
③27,500,000円
【内訳】
年間回収量5,500,000kg×5円/kg=27,500,000円
④集団資源回収事業協力事業者 12者

27,500
⑦中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策
支援

3

総合福
祉部
障がい
者福祉
課

障がい福
祉サービ
ス事業所
支援給付
事業

①物価高騰に直面する障がい福祉サービスを提供している事業者に対し
て事業支援を行う。
②給付金
③132事業者×100,000円＝13,200,000円
④居宅介護事業者、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、共同生活
援助、児童発達支援、放課後等デイサービス、生活サポート、移動支
援、地域活動支援センター、指定特定相談支援事業者、指定障がい児相
談支援事業者

13,200
⑤医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場
等に対する物価高騰対策支援

【当初予算】年間回収量5,500,000kg×４円/kg=22,000,000円
※交付金事業対象外とした場合も、上記支援を実施する見込み



No.
総事業費
（千円）

※千円未満切上
げ

重点交付金
メニュー所管名

交付対
象事業
の名称

事業を既に
実施してい
る場合は
「〇」を記
入してくだ
さい。

事業の概要（①②③④を必ず明記）
①目的・効果（※１）
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）（※２）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

4

いきい
き健康
部
長寿は
つらつ
課

高齢者
配食
サービ
ス事業
者支援
金

①配食を実施するにあたり必要なエネルギー（電力・ガス・食料品等）
の価格高騰の影響を受けている配食事業者を支援するため、1事業者あ
たり20万円を給付する。
②高齢者配食サービス事業者支援金
③3事業者×20万円＝60万円
④新座市高齢者配食サービス事業者の市内の社会福祉法人及びＮＰＯ法
人

600 ⑤医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場
等に対する物価高騰対策支援

5

いきい
き健康
部介護
保険課

介護サー
ビス事業
所支援給
付金事業

①物価高騰に直面する介護サービスを提供している事業者に対して事業
支援を行う。
②給付金
③【訪問系】 42事業者×100,000円＝4,200,000円
 【通所系】 49事業者×100,000円＝4,900,000円
 【施設系】 52事業者×100,000円＝5,200,000円
 【その他】 52事業者×100,000円＝5,200,000円
④【訪問系】訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの指定事業者
 【通所系】通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知
症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護
【施設系】介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介
護、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、有
料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
【その他】福祉用具貸与、居宅介護支援、介護予防支援

19,500
⑤医療・介護・保育施設、学校施設、公衆浴場
等に対する物価高騰対策支援



No.
総事業費
（千円）

※千円未満切上
げ

重点交付金
メニュー所管名

交付対
象事業
の名称

事業を既に
実施してい
る場合は
「〇」を記
入してくだ
さい。

事業の概要（①②③④を必ず明記）
①目的・効果（※１）
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）（※２）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

6
学校教
育部
学務課

給食費
支援金

①物価高騰等による給食費の改定（値上げ）に対する保護者の負担を軽
減するため、改定分を５か月間支援する。
②給食費支援金
③34,185,000円
・小学校：8,664人×500円×５か月=21,660,000円
・中学校：4,175人×600円×５か月=12,525,000円
④児童及び生徒

34,185
②エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う
子育て世帯支援



【低所得世帯支援枠分】

421,285千円

585,000千円

※交付限度額は概算分
（Ｒ３住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給世帯数×0.7）
※追加分については１２月頃世帯数等調査予定

1

総合福
祉部
福祉政
策課

住民税非課税
世帯に対する
臨時特別給付
金（仮称）

①エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている令和５年度住民税非課税世帯を支援するため、１世
帯当たり３万円を給付する。
②住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金（仮称）
③事業費 5億4,000万円（18,000世帯×3万円）
 事務費 4,500万円（システム構築費用、消耗品、印刷製本等）
④令和５年度住民税が非課税者の世帯

585,000

事業の概要（①②③④を必ず明記）
①目的・効果（※１）
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）（※２）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

交付限度額

事業費

No. 所管名
交付対象事業
の名称

事業を既に
実施してい
る場合は
「〇」を記
入してくだ
さい。

総事業費
（千円）

※千円未満切上げ



 

報告事項 いきいき健康部 

２０２３年度の追加接種のスケジュールについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

報告事項 いきいき健康部 

高齢者等の春開始接種について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

報告事項 いきいき健康部 

生後６か月以上４歳以下の者への新型コロナワクチン接種について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

報告事項 いきいき健康部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【新座市新型インフルエンザ等対策本部の廃止について】 

 ⑴ ５月８日から新型コロナウイルス（COVID-19）が新型インフルエンザ等特別措

置法の対象外となり（緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の発出の対象外）、基本

的対処方針及び業種別ガイドラインも同日をもって廃止となる（令和５年２月１０日

改定の基本的対処方針に明記）。 

 ⑵ 国の新型コロナウイルス感染症対策本部は設置の根拠を失う（特措法第２１条第１

項）。 

 ⑶ 国の対策本部の廃止されることから都道府県の対策本部も廃止となる（特措法第

25 条）。 

 

 → 新座市新型インフルエンザ等対策本部を廃止する（特措法第３７条において準用す

る同法第２６条）。 

 

 ⇒ ５月８日以降、新型コロナウイルスの感染対策等については、新型インフルエンザ

等対策庁内調整会議において対応します。 


